
《書評》

故宮博物院編 『明清帝后寶璽』

片岡 一忠

玉璽は皇帝支配の表徴である。一 本書は現在,北 京の故宮博物院の所蔵にかかる明清両朝の

皇帝の玉璽をは じめとして,皇 后 ・妃等 の印(寶 印),皇 帝 ・皇后等の徽冊 ・廟號謚號冊 ・謚號

責璽,そ れに鐵券,符 牌(写 真)(以 下,本 書に拠 って 「寶璽」 と総称す る)を 収録 し,そ れ に

簡単な解題を付 したものである。収録図版は明朝関係71,清 朝関係258の 合計329を かぞえる。そ

の印影は康煕帝の個人印である 「閑章」(後 述ずる)の 一部を除き,す べて原寸大である。以下,

総 目(右 側の氏名は各項 目解説の執筆者名)を 掲げ,次 いで簡単な内容紹介を試み る。なお,総

目 ・本文 中の 【 】は本書の図版番号を,『 』は印文等 を示す。また,〈 参考文献〉に掲げた

拙稿 で清朝の玉璽 ・官印について若干の考察を試みたので参考にされたい。

弁 言

壹 明代寶 璽

一
,國 寶 【1-9】

二,御 書鈴用諸璽 【1CF・65】

三,后 妃 寶璽 【66～67】

四,皇 帝 升耐廟號謚 號冊 【68～69】

附 録 鐵 券 【70～71】

貳 清 代寶 璽

一
,國 寳 【72～1081

二,御 書 鈴用諸璽tlO9～277】

三,后 妃 寶璽 【278～306】

四,帝 后 升耐 廟號謚號 冊寶 【307-3161

附 録 符牌 【317～329】

後 記

朱家潜(顧 問)

徐啓憲(主 編)

郭福祥

李文善(主 編)

郭福祥

揮麗梅

關雪玲

徐啓憲

郭福祥

郭福祥

關雪玲

憚麗梅

關雪玲

徐啓憲

本書で取 りあげられ る印章は 「寶璽」 と総称 され るが,そ のなかで皇帝権の表徴である玉璽に

ついて 「皇帝寶璽」 と 「國寶」の両語が執筆者 により,ま た叙述上混用 されている。そのため小

文では,執 筆者の用語に したがい,必 要に応 じて(玉 璽)と 注記す る。
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まず,「 弁言」では,「 寶璽とは何ぞや。天子の佩び る所 のものな り。……璽書がなければ王

言は四海に達せず。」と記 して,明 朝洪武帝の寶璽(玉 璽)制 定,清 初の満漢合璧の寶璽(玉 璽),

乾隆帝の満文篆書体への改編を中心に,明 清両朝の寶璽(玉 璽)に ついてその価値が述べ られて

い る。

本文では,総 目にみえるとおり,大 きく明朝,清 朝に分け,そ れぞれ項 目について簡単な解説

をし,つ ぎに各寶璽の全体写真 と印影(原 寸大)を 掲げる。以下,項 目ご とに紹介 してい く。

「明代賓璽亅では,秦 始皇帝の寶璽(玉 璽)制 定から唐 ・宋朝の寶璽(玉 璽)等,中 国史 にお

ける玉璽の歴史を概観する。それをふまえて,明 朝の玉璽 をふ くむ寶璽 を解説する。

一
,「國寶」では,明 朝皇帝の國寶(玉 璽)の 種類 と管理組織,そ れ に國寶使用 の特徴 を図表

で示 して解説す る。明朝は玉質の國寶二十四寶を用いていたが,現 在そのひとつとして 目にす る

ことができない。明末の戦乱や火災のために失われたもの と考 えられる。ただ,各 皇帝が作製 さ

せた石質(青 田石 ・寿山石)の 寶璽(玉 璽 と同文をふくむ)が 現存 し,本 書はその9顆 を収録 し

ている。これ らは本来の國寶(玉 璽)に 比 してやや小ぶ りで,大 きい もので5,6cm方 形であ る。

紐式は瑞獣紐 ・蹲龍紐 ・嫡紐(つ ののない龍)等,皇 帝専用の紐である。

二,「 御書鈴用諸寶」。 「御書鈴用の諸寶」 とは,前 述の國寶以外の,歴 代皇帝が 日常的に 自筆

の書画への落款印や鑑蔵印 として用いた寶璽のこと(後 述の清代 の項 では 「閑章亅 と称す)。 印

文の内容か ら宮殿名璽,年 号及び御筆璽,吉 祥詞句璽,道 教 ・仏教璽 と円形璽,お よび花押 璽 に

分けて解説 されてい る。明代は 「文人治印」,い わゆる篆刻が興隆 した時代である。ただ,年 号

璽及び御筆璽をのぞ くと,そ の使用者は不明である。

本書収録の 「御筆亅等に用いられ る明朝皇帝の寶璽はすべて石質で,大 半は方形で ある。文 字

印だけでなく,肖 形印,さ らに花押印をふくむ。また,五 面 ・六面璽 もみえる。紐式は蜻紐 が 多

いが,人 物紐が珍 しい。 これ らは公的な寶璽 というよりは,私 的使用の印 といえる。また,道 臻

・青詞等の道教文書に押す用語印や菩薩の図柄印を収録する。紐 式は瑞獣紐 ・臥龍紐 ・嫡紐 等 で,

皇帝が用いたものであることは確かである。ただし,こ れ らは私 的な内面的な 目的か らの使 用 で

あった。明朝皇帝が道教に傾倒 していたことは知られているが,奇 しくも印章の面で もその こと

を指摘できる。崇禎帝の花押印は唯一,玉 質である。

三,「 后妃寶璽」。 明朝の皇后 ・妃の寶璽2顆 を収録する。1顆 は 【66】『章聖皇太后 寶』(漢 篆

書 ・14cm方 形)で,檀 香木質である。興味深い ことに,こ の印の裏面 には清朝の玉璽 『皇 帝奉

天之寶』(満文楷書 ・漢文篆書の合璧)が 彫 られている。これは後述す る同文の清朝の玉璽 【73】

と書体 ・大きさが同 じである(注(4)参 照)。 清朝が入関後,暫 定的に試用 した もので あ ろ う。

他の1顆(【67]『 皇貴妃圖書』)は 石質で,書 体は九疊篆である。

四,「 皇帝升耐廟號謚號冊」。廟號 ・謚號は崩御 した皇帝 にたいする追号で,冊 とはそ の こ と

を刻記 したものである。ここには太祖洪武帝(朱 元璋)と 隆慶帝の廟號謚號冊(と もに玉 質)の2

点を収録す るだけである。
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「附録 鐵券亅(2点)。 鐵券とは功臣に爵位を授けるときに賜 った鉄製瓦形の信任状。臣下に

授 けたものであることか ら,賓 璽ではない。

「清代寶璽」では,清 朝皇帝の寶璽を,皇 帝権の表徴である國寶(玉 璽)と それ以外の御筆や

鑑蔵用等の印にわけて解説する。まず,國 寶について,太 祖ヌルハチ時代には無圏点満文だけの

「天命金 國汗之寶亅・「後金國天命皇帝」が刻製 され用いられたが,太 宗ホンタイジ時代には満

文 だけの 「皇帝之寶」のほかに,「 天子之寶」・嗽 命之寶」・「飭命之寶」・f奉天之寶」等の印文

の寶璽(玉 璽)が 用いられた とする。)。その背景 として,政 権内部での漢族官僚の地位の向上を

あげている。そ して順治以降,清 朝が大量の漢族官僚を抱え,圧 倒的な漢族人 口に対処す るなか

で,漢 族文化 を吸収 して明朝の制度を継承 した清朝皇帝の寶璽制度が形成 され,そ れは乾隆帝の

治世の乾隆il年 の 「國寶(玉 璽)二 十五寶』の制定 と13年 の満文の篆書体への改定によって完成

く定制)し たとする。っぎに皇帝の御筆印 ・鑑蔵印を 「皇帝閑章」と総称 し,そ の材質 ・紐式等

の多様性 を当時の印章文化の宮廷への反映 とする。歴代皇帝は漢族文化 ・芸術の熱心な学習者で

あ り,そ の結果多 くの 「印璽」を刻製 し,自 己の書画や宮中所蔵の大量の書画に御筆印や鑑蔵印

を押 していったことを指摘す る。また皇帝閑章の印文は皇帝の思想心情を反映 した ものであると

し,康 熙帝 ・雍正帝 ・乾隆帝 の用いた寶璽 『敬天勤民』や乾隆帝 の 『古稀天子之賓』・『八徴耄

念之責』をあげている。最後 に,印 章は内容を確実にする しる しとな りうるもの とそうでないも

のの2種 がある。 とくに閑章はすべてが 「閑」ではなく,あ る種の効力を発する場合があるとい

い,そ の事例 としてっぎの2例 をあげる。すなわち,咸 豊帝がその生前に皇后(東 太后)と 子の

載淳(同 治帝)に 閑章の 『御賞』 と 『同道堂』の2顆 の 「小璽」を授けた。載淳が賜った 『同道

堂』印はその生母(西 太后)の 所持するところ とな り,同 治初期の両太后による 唾 簾政治」の

時代 には,そ の2顆 の 「小璽 」が押 されていない上諭明旨はすべて無効とされた。また,道 光帝

が 「太子密建の法」に則 って後継皇帝を記 した上諭 には道光帝の宮殿璽のひ とつである『慎徳堂』

印(閑 章の一種)が 押されてお り,太 子立儲(→ 皇帝)と い う大事に閑章が重要な働きを したの

で ある。

一 ,「國寶」では,ま ず,前 述の 「清代寶璽 」で簡単にふれた清朝の寶璽の うち,も っぱ ら國

寶(玉 璽)制 度の歴史にっいて,文 献史料 をあげて解説する。 とくに乾隆帝が当時保管 されてい

た玉璽 中から選んで制定 した 「國寶(玉 璽)二 十五寶j(満 文璽書体印1顆,満 揩漢篆合璧印3顆,

満篆漢 篆合璧印21顆)と それから外 されて盛京皇宮の鳳凰楼 に保管された 「盛京十寶」(満 文璽

(1)こ れ らの印文が満文か,漢 文か,あ るいは満漢文合璧であるかについては記 されていない。本書には

「皇帝之寶」・「奉天之賓」・「天子之賓」については璽書体の満文印が収録される。その3顆 の うちで 「皇

帝 之寶」以外の賓璽についてホンタイジによって造 られ用い られた事例を確認できず,そ のいっぽ うで

漢文玉璽 『制誥之寶』の使用例があ ることか ら,ホ ンタイジは満文印 と漢文印の玉璽を併用 していた と

考 えている(拙 稿p.7参 照)。 また 「敕命之寶jは 満漢合璧印kol】 が みえる。その満文は最初の玉璽

「天命金国汗の印」のタツノオ トシゴのような文字に近い書体である。 「飭命之寶」は見えない。
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書体印5顆,満 楷漢篆合璧印4顆,漢 文篆書体印癩),そ してその後については詳細である。 「盛

京十寶」が今 日,故 宮博物院に所蔵 されているのは,1900年 義和団運動の さい,ロ シア軍が東北

地方に出兵 したため,f十 寶」は承徳(熱 河)の 避暑山荘に疎開され,民 国は じめに北京に移送

されたことによる。最後に,國 寶の保存と使用について概述 している。

収録する清朝 の國寶(玉 璽)は 交泰殿保管の25顆 すべて(【721～ 【96】)と,盛 京皇宮の鳳凰

楼に保管されていた ものIO顆 中7顆(【97】 ～ 【1031:ra文 璽書体印3顆,満 楷漢篆合璧印2顆,漢

文篆書体印2顆(2))と 漢文篆書印1顆(【104】 『廣運之寶』(3)),さ らに清末 に作製 された 「国璽」4

顧(と もに檀香木)の 合計37顆 である。

清朝の玉璽は,入 関(1644)前 は主に満文印(本 書には4顆 収録)が 用い られ,清 末期 には漢文

印のr國 璽」4顆 が造 られたが,入 関後の約270年 間に用い られた玉璽が満漢文合璧印である。満

漢文合璧印(印 影)は 左側に満文,右 側に漢文で,そ の満文の書体は乾隆13年 以前は楷書体で{4),

それ以後は篆書体(玉 筋篆)に 変わっている。大きさは一部を除いて10cm以 上の正方形(方 形)

である。清朝の玉璽は,い ままでもその一部の玉璽 については勅諭等に押 され たものを目にする

ことができたが,玉 璽の全容を知ることはなかった。本書によってわれわれははじめてその玉璽

の大部分を 原寸大の印影で,一 堂にみることがで きるのである。 さらに清末作製の 「国

璽」は,清 朝体制の変化一 皇帝の國責{玉 璽)か ら国家の国璽 となるのか一 をみ るうえで重

要な物証 となりうるもの と考えられる。

二,r御 書鈴用諸寶」。前述の國寶以外の,皇 帝が 日常的に使用する寶璽 である 「閑章」を収

録する。それ らは印文の内容か ら大きく年号璽,宮 殿璽,鑑 蔵璽,嘉 言詩詞璽,お よび花押璽に

分けられる。宮殿璽は宮殿名 だけのもの と宮殿名に寶字を付 したものの2種 類が あり,皇 帝に関

(2)「 盛京十寶」中の漢文篆書体印は当初,1顆 であったが,の ちに乾隆帝は太宗 ホンタイジが得た大元

伝国の璽 といわれ る漢文篆書 体印 『制誥之寶』の複製 を満楷漢篆合璧 印 『丹符驗四方』 と取 り替 えて

「盛京十賓」に入れたために,以 後の 「盛京十竇」の漢文篆書体印は2顆 となった。

〈3>「 盛京十寶」中には大きさの異なる漢文篆書印 【1Q2】『廣運之寶』(金 質)が みえる。 「十賓」に入れ

られなかったこの 【104】『廣運之賓』(青 玉質)は 明朝の玉璽か,ま たはホ ンタイジ ・順治帝時代 に用い

られたものであろ う(注(6)参 照)。

(4)乾 隆13年 以前 に造 られた満槽漢篆合璧の玉璽は本書で5顆 を確認す ることができる。交泰殿保 管の3顆

と盛i京保管の2顆 である。その5顆 の うち3顆(交 泰殿の1顆 【73】と盛京の2顆 【100】・【IOII)の 満 文は

ほかの2顆 と異なり,最 初の玉璽 「天命金国汗の印」のタツノオ トシゴの よ うな文字 に近い書体 である

(李徳啓論文図3・4参 照)。 【73】は前述 した明朝の皇后寶璽の裏 面に刻製された印 文166]と 同 文であ

り,順 治時代か ら用 いられた六部等の官印(拙 稿図版 【18】・【211参 照)や 順治5年 作製の満 漢 合璧の

【308】『肇祖原皇帝寶』の満文書体も同様である。このことから,こ の3顆 が入関後に作製され た ことは

確かである。ほかの満楷漢篆合璧の玉璽2顆 【72】・【74】は乾隆13年 に造 り直 された といわれ,も との書

体をとどめているか不明であ る。乾隆元年作製の太祖ヌルハチの謚号賓璽 置310】の書体に近似 している。

なお,本 稿でい う楷 書体 とは筆写文字ではなく,刻 字の書体である。
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係 なく清朝時代 を通 じて用い られたが,そ れ以外は個々の皇帝独 自の寶璽である。本書でははじ

めに 『文華閣寶』等の宮殿璽52顆(【1091～ 【160】)を排列 し,っ いで康熙帝以下,宣 統帝にい

たる9人 の皇帝の用いた賓璽(閑 章)117顆(【161】 ～ 【277】)を 並べ る。合計169顆 で本書収録

の實璽329の 半分強を占める。その169顆 は1顆 をのぞいて漢文印である。唯一の例外は22.5cm方

形の満漢文合璧の 【219】『tenidergihitwangdiiboobai/太 上皇帝之寶』である。乾隆帝が嘉慶帝

に譲位 した後,な お太上皇帝 として政治をお こなったことを示す寶璽である。太上皇帝時代の漢

文印である 【2201『歸政仍訓政』 も収録 されている。

材 質は玉 ・石 ・木のほか,陶 磁 ・象牙 ・水晶 ・金 ・銀等が用い られ,形 は正方形のほか,長 方'

形 ・円形 ・楕円形がみ られる。紐式は交龍紐 ・嫡紐のほか,多 様である。また書体は玉璽の玉筋

篆のほか,い ろい ろな篆書体が用いられている。

明代 とは異な り,清 代責璽では皇帝個人が使用 した寶璽(閑 章)や その寶璽が鈴 された書画 ・

御筆(皇 帝 自身の作品)が 明 らかであるため,そ の印文や紐式 ・材質等,な らびに御筆から皇帝

の姿勢や時代性を探 る材料 となろう。

三,「后妃寶璽」。皇后 ・妃の贇璽(寶 印)が 「尊號諸寶」(2顆),f徽 號冊寶」(冊2点,寶2顆),

「御書鈴用諸璽亅に分けて収録されているが,満 漢文合璧印と漢文印が含まれている。 「尊號諸

寶」には 『皇后之寳』 と 『貴妃之寶』 が収録されている。前者が満漢文合璧 ・金製 ・交龍紐であ

るのにたい して,後 者は漢文 ・檀香木 ・瑞龍紐である。『大清会典』には,皇 后 ・貴妃 ともに金

寶 ・満漢文合璧で,皇 后寶が交龍紐で,貴 妃寶は蹲龍紐 と規定されていることか ら,こ こに紹介

され る 『貴妃之寶』は公的な責璽 ではないと考えられる。

「徽號冊寶」は皇太后の称 号 く徽號)を 上す る冊と皇太后の寶のことで,収 録するものは2人

の皇太后の冊 ・寶で,と もに玉質で満漢文合璧である。ただ,皇 太后寶は玉筋篆 と規定 されるが,

寶 のひ とつの篆書体は玉筋篆ではない。

「御書鈴用諸璽」には慈禧 皇太后{西 太后)が 使用 した ことが確かな寶璽5顆 を含む。なかで

も 【286】『慈禧皇太后御筆之寶』(木 質 ・交龍紐 ・漢文)は253cm方 形で,前 述 した22.5cm方 形

・玉質 ・満漢文合璧の 【219】『太上皇帝之寶』よりも大き く,本 書収録の寶璽中で最大である。

御 筆の寶璽(閑 章)の 多くは石質の吉語印である。光緒時代(1875-1908)の 貴妃 ・妃の満漢文

合璧の寶印が6顆(金 質3,木 質3)と,冊(銀 鍍金)が2点 収録 されている(ほ かに印影だけの1

顆 がみえる)。 その中の 【301】・【302】は光緒帝が寵愛 したといわれ,非 業の最期をとげた珍妃

の冊 ・印である。

四,「 帝后升耐廟號謚號冊寶」。3人 の皇帝 と2人 の皇后の謚冊 ・謚號寶璽(玉 質 ・ともに満漢

文合璧)を 収録する。順治5年(1648)のll月 に追尊 された肇祖原皇帝(太 祖ヌルハチの6代 前のメ

ンテム)の 冊 ・寶 【3081(順 治年間に 『太祖武皇帝実録』が纂修 されたことか らその関連で作製

された と考えられる),乾 隆元年(1736)の 太祖ヌルハチと孝荘文皇后(順 治帝の生母)の 冊 ・賓,

宣統元年(1909)の 徳宗(光 緒帝)と 慈禧皇太后(西 太后)の 冊 ・寶である。順治5年 ・乾隆元年

に造られた前3人 の寶の満文は楷書体で,宣 統元年 のそれは篆書体である。
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「附録 符牌」には宮廷護衛 にかかわる兵衛符(楕 円形)8点,門 禁符(円 形 ・長方形)5点 を

収録す る。符(合 符)と は皇帝が禁衛部隊に調兵を命 じるときや,夜 間に臣下を紫禁城 より外 出

させるばあいに持たせ る証明物である。前者 く兵衛符)の ばあいは,合 符(陽 文 『聖 旨』)を も

って調兵を命 じる部隊に赴 き,各 部隊に備えられている合符(陰 文)と 合えば部隊が出動す る。

後者(門 禁符)の ばあいは,合 符(陽 文 『奉 旨開某某門』)を もって城門に行き,各 城門に備 え

られている合符(陰 文)と 合えば城門が開かれて外出を許 される とい う。兵衛符 として神機 営 ・

内火器営 ・健鋭営 ・円明園八旗槍営 ・外火器営 ・前鋒護軍営(以 上,銅 鍍金)・ 歩軍統領衙 門(金

質)の もの7点 と,緊 急事態発生を知らせる砲声をうつよう暾台に命 じる信牌 『奉旨放嫐』1点(木

質)を 収録す る。門禁符は午門 ・東華門 ・西華門 ・神武門 ・阜城門のもの(す べて木質)で ある。

符牌 は印章ではないが,古 来 より 「符璽」と併称され,清 朝においても 『皇朝文献通考』巻143

王礼考に 「寶璽符印」の項 目を設けることから,本 書に収録 した とする。

以上,解 説文 に依拠 して簡単な紹介を試みた。本書は大き く明代 ・清代に二分 しているが,そ

れぞれの細 目が異なるのは故宮博物院収蔵 の明清両代の寶璽 の数量 と内容のちがいによるもので

ある(「後記S)。 つぎに,本 書の特徴を明清両朝の寶璽を比較 しなが ら列挙する。

(1)本書収録の寶璽の印影 は康 熙帝の 「御筆」・r御覧」等の閑章の一部をのぞき,す べて原寸

大で,朱 印であ る。写真はきわめて鮮明ですば らしい。

(2)明 朝の寶璽が漢文だけであることにたい して,清 朝では,玉 璽に満文印 ・漢文印 ・満漢合

璧印の3種 類があ り,皇 后 ・妃の寶璽は漢文印と満漢文合璧印がある。それ以外の寶璽(鑑 蔵 璽

・宮殿璽等)は 漢文印である。

(3>明朝にあ っては,玉 璽 『廣運之寶』は下賜す る書画にも押 され,書 籍には玉璽 『欽文之璽』

が押 されている。清朝では玉璽は公的な文書に押 され,別 に鑑賞用の印が用意されていた(た と

えば 『康熙鑑賞』,『乾隆御覧之寶』等)。 ただ し,順 治帝や咸豊帝には自作の書画に玉璽(玉 璽

と同文の印)を 押 した事例がある(本 書pp、132-137)。

(4)明朝関係の寶璽は廟號謚號冊をふくめて も69点で,し か も玉質玉璽が現存 しない ことか ら,

明朝の寶璽の全容を知ることはできないが,従 来ほとんど知 られなかったこの分野に関心をお こ

すには十分な紹介であるとい える。また,皇 帝の私的な行動の一端を窺い知ることがで きるもの

でもある。

(5)清朝の寶璽は,明 朝のそれが明末の戦乱のなかで喪失 したのとは異なり,宣 統帝 溥儀が退

位 とい う形で清朝が終焉 しても溥儀の所有物であり続けた。1925年 搏儀が紫禁城を追われた後 は

国家の管理下の故宮博物院の宝物 として保護 され,さ らに日中戦争時期は戦火 を避けて 中国奥地

に疎開するとい う苦難の 「南遷jを 強い られなが らも,関 係者の民族の遺宝を守 らん とす る熱意

と努力によって,一 現在は北京 ・台北そして南京に分散 したとはいえ一 ほぼその清朝時代 の

宝物とともに今 日に伝 えることができた。本書には玉璽の大部分をは じめ,清 廷で使用 された各

種の寶璽を収録す ることか ら,清 朝寶璽の全容 を知ることができ,今 後の皇帝政治 ・宮 廷文化研
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究の一側面を構成する資料 として十分 に利用価値があるとい える。 しかし,そ の研究資料 として

云々することよりも,美 術品 として十分に鑑賞に堪えうる逸品揃いである。

(6)ま た,清 朝の寶璽は,玉 璽をふ くむ清朝官印制度研究 と満文印文か ら清朝の満漢対訳研究

の参考資料 として利用できるのではないか と考える。た とえば,漢 文 「皇帝」と満文han,hfiwangdi

の関係についてみると,大 清皇帝 に即位 したホンタイジが用いた玉璽は満文印の 【75】『han

ibeobai』 で,順 治時代以降は満漢文合璧印 となって,hanは 皇帝 と漢語訳 されたが,そ れ と並

行 して順治5年 の 【308】『deribunhemafadahawamgdibeobai/肇 祖原皇帝寶』は皇帝に相当する

満洲語 としてhtiwangdiが あて られている。皇帝=・htiwangdiは,乾 隆元年(1736)の 太祖ヌルハチの

謚號賓璽である満漢合璧の 【310】『太祖承天廣運聖徳神功肇紀 立極仁孝睿武端毅欽安弘文定業高

皇帝之寶』や乾隆36年(1771)刊 の 『御製増訂清文鑑』,乾 隆末期 に完成 した 『御製五體清文鑑』

にもみ られ,乾 隆帝の太上皇帝の寶璽 【2191(前 出)に も採 用されている。 しかし,清 朝皇帝お

よび宗室 ・覚羅の系譜である 『玉牒』(haniUksuniejehe>や 乾隆帝の詩文集である 『御製樂善

堂全集』(haniarahasainbesebjeleretallgginiyoonibithe)に はhanが 用い られている。そ して興

味深いことに上記の 『御製増訂清文鑑』の満文タイ トルは 『haniarahanongginetoktobuhamanju

gisunibulekubithe』 で,hanが 用いられている。hanの 訳語が皇帝,皇 帝の訳語がhawangdiと い

うことになるのか。)。

最後に,寶 璽や解説文等について気がっいたことを記す。

(1)「弁言」,「明代寶璽」 とそのf國 責」,「清代寶璽」 とその 「國寶」のあいだで解説内容の

重複や用語の不統一がみ られる。執筆者間で連絡調整があってしかるべきであった。 しか し,別

の見方をすれば,研 究者による異なった見解 を知 り得て,意 味ある重複 ともいえる。

(2)【16】 『成化御書之寶』 の印文の篆書体を九疊篆と記すが,再 考すべ し。

(3)「清代寶璽亅の項の解説で,太 祖ヌルハチ時代に満文印の 「天命金國汗之寶」 とf後 金國

天 命皇帝」の2顆 が玉璽 として使用され ていた とする(本 書p.84)。 「天命金國汗之寶」は 『abkai

fulinggaaisingurunhanidoron』(本 書未収録)の 漢語訳で,現 在知 られている印文であるが,も

うひ とつの 「後金國天命皇帝」はその使用例を知 らない。f後 金國天命皇帝」は 『朝鮮李朝実録』

光 海君 日記巻139の 光海君H年(明 万暦47年:1619)4月 壬申の条の 「胡書中印跏 の 「篆様番字」

を翻訳 したことによってお り,「後金國天命皇帝」は満文印f天 命金國汗之寶」の別訳であって,

ヌ ルハチが用いた玉璽は2顆 ではなく,満 文印 『abkaifUlinggaaisingumhanidoron』1顆 だけで

あると考える。

(4)その満文玉璽の漢語訳 をf天 命金国汗之寶」 とするが,そ の 「寶」 と訳された満文doronは

「印」 と訳すぺ きである。「寶」はb。obaiの訳語 として用い られた(拙 稿p.6参照)。

(5)こ のh鋤,hijwangdiに つ いて,拙 稿p.15以 下で私見をのべたが,本 書を通覧 して拙稿に誤 りがあること

が判明 したので,本 文のよ うに訂正す る。
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(5>〈参考文献〉に掲げた拙稿を書き上げ,本 書の 「清代寶璽」の寶璽(玉 璽)を 通覧 して,

っぎのように考えた。 入関前のヌルハチ ・ホンタイジ時代の玉璽は満文楷書体印で,そ の印

文の 『abkaifUlinggaaisinguiunhanidoron』(「 天命金国汗の印J)に はraising1岨m」(金 国)と ・

国名をふくむ。 ところが,ホ ンタイジが国号をdaicinggurun(大 清国)に 改めて大清皇帝に即位

すると(1636),玉 璽は 【75】『haniboobai』(「 皇帝の寶」)や197】 ～ 【99】の満文璽書体

に改められ,入 関後漢文の玉璽が用い られたが㈲,順 治7年12月(1651年1月)以 降,清 朝歴代皇

帝の玉璽の印文は満漢文合璧の 【76】伽aniboobai/皇 帝之寶』・【85】『hesewasi皿bureboobai/

制誥之寶』等 とな り,と もに国名がみえない。清末期になると,漢 文の 『大清國皇帝之寶』・『大

清國之寶』等が造られて,国 名のf大 清國」を記している。このことか ら,後 金国時代はf大 明」

(明朝)と い う対峙する政権が現実に存在 していた ことか ら,女 真族 く満洲族)の 統合国家の存

在を内外に強調 ・誇示す るために,民 族文字(満 洲文字)で 「金国」 と刻 された玉璽を用い,清

末期になる と,西 欧諸国 との戦争 ・交渉等の接触を経て,交 渉相手の存在を自覚 したがために,

自己を相対的な存在 として とらえたr外 向きの世界」のt國 璽」(大 清國)が 造 られた(作 製年

は不明,光 緒末 ・宣統期か。 ただ し使用例を知 らない)。 その あいだの約290年(1636-1912)の う

ち,瀋 陽時代(瀋 陽に都 を置いた時期)は 満 ・蒙 ・漢の3勢 力に君臨す る誇 りが満文だけの璽書

体の玉璽 『haniboobai』(r皇 帝の寶])を 使わせ,そ の一方で漢文の玉璽 『制誥之寶』等を用い

るとい う,併 用を とらせた(注(1)参 照)。 そ して入関後の明朝 に代わって北京 に都 を定 めて全

中国を支配 した北京時代(中 国史でい う清代)は 順治元年か ら7年 までの漢文玉璽使用期を

経て一,内 陸アジア世界のハーンと中華世界の皇帝 としての地位を合わせ示す,満 漢文合璧の

玉璽が用い られたのであるω,と 。なお,そ の点で,「 大清」 とい う国名をふ くむ満漢合壁 の玉

璽 【72]『abkaiheseialihadaicingguruniboobai/大 清受命之寶』,174】 『daicinggurunisirahaabkai

juiboobai/大 清嗣天子寶』が問題 となるが,寡 聞にしてこの2顆 の玉璽の使用例を知 らない こと

や満文 の書体が璽書体でなく楷書体であることから,こ の2顆 の玉璽は入関後の順治期に作製 さ

れた もの一 一前述 した,順 治5年 作製の肇祖原皇帝(太 祖ヌルハチの6代 前 のメンテム)の 冊寶 と

同様,順 治年間に 『太祖武皇帝実録』が纂修 されたことと関連があるのではないか一,と 考え

ている。

(6)順 治 元年(1644),北 京 に入城 した ドルゴンによって官印が満 漢合璧印に改められた。 しか し,玉 璽 は

もっぱら漢文印が用い られ,ド ル ゴンの死後,順 治帝の親政開始(順 治7年12月)か ら満漢合璧印 が採用

された(拙 稿P.10参 照)。 この入 関後の順治元年か ら7年 までの時期 の玉璽=漢 文,官 印=満 漢 合璧 とい

う並立状況について明確な説明ができない。ただ,順 治5年 作製の肇祖原皇帝(太 祖ヌルハチの6代 前の

メンテム)の 謚冊 ・謚號寶璽は ともに満漢合璧であるこ とから,順 治初期の清廷での動き ・変化 を反映

したものと推測 され る。

(7)「 国璽」の使用例を確認 できないので,宣 統帝の退位まで満漢合璧の玉璽が用いられたと考 え られ る。
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中国史上最初の統一王朝である秦が印章 を支配体制のなかに位置づけて以来,寳 璽(玉 璽)・

官印の制度 ・規定(印 制)は 歴代王朝における皇帝支配の表徴 として発展 したが,明 清両朝は,

それが最高の段階に発達 していた。その寶璽 ・官印が清朝史料 として どのように利用できるか,

検討するに値す ると考えるものである。ただ,明 朝 と清朝の賓璽の現存状況は大きく異なってい

る。本書はそのことを証明するものである。また,寶 璽の現存状況は当然の ことなが ら档案 をは

じめとする文献史料の残存状況 と軌を一に している といえよう。

(1998年12月10日 稿,1999年3.月10日 補)

〈参 考文献 〉

片 岡一忠 「印 制にみ え る清朝 体制一 清 朝 と八旗 ・外藩 ・朝 貢 国 ・中国内地 の関係 」,

『歴史 人類』 第27号,1999年3月,pp.1-64.

細 谷 良夫 「マ ンジ ュ ・グル ン と 『満 洲国』」,『歴 史の なかの 地域 』〈シ リー ズ世 界史へ の問 い8>

(岩 波 書店,1990年12月)pp.105-135.

李 徳 啓 「満洲 文字 之來源及 其演變i,『 國立北 平 囲書館 館 刊』第5巻 第6號,1931年12月,pp.1-19+

図 表15PP,

図 録 『中国南京博 物 院所蔵 甦 る南遷文 物』TBS,1998年10月.

(紫 禁 城 出版 社,1996年8月 刊,B4判,325頁,900元)

〈追記〉 この 場を借 りて,本 稿 と関連 のあ る拙稿(〈 参 考文 献 〉掲 載)の 訂正 を させ て いた だ

く。

7頁22行 目:大 金 国汗 → 金 国汗

12頁7行 目:hesewasimbureiboobai→hesewasimbureboobai

21頁20行 目:鏤 記(2ヶ 所)→ 鈴 記

38頁4黼 ・(4)一(1)(加 点(・)を とる)

38頁8行 目:2っ の満 洲文 字 にっい て,加 点(・)が あ る綴 りを左 に,加 点(・)が ない綴

りを右に取 り替 える。

48頁24行 目:懸 鼎 篆 → 懸 針篆
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